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２７年度
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（主務大臣評価）
項目別調書№ 重要度 難易度

第２・Ⅰ 研究所の業務との一体的実施 Ｂ Ａ １－１ ○ ○

第２・Ⅱ すべての業務に共通して取り組むべき事項 Ｂ Ｂ １－２ ― ―

第２・Ⅲ１ 労災疾病等に係る研究開発の推進等 Ｂ Ｂ １－３ ○ ―

第２・Ⅲ２ 勤労者医療の中核的役割の推進 Ｂ Ｂ １－４ ○ ―

第２・Ⅲ３ 円滑な職場復帰や治療と就労の両立支援の推進等 Ｂ Ｂ １－５ ○ ―

第２・Ⅲ４ 地域の中核的医療機関としての役割の推進 A Ａ １－６ ― ―

第２・Ⅲ５ 産業保健活動の積極的な支援と充実したサービスの提供推進 Ｂ Ａ １－７ ○ ○

第２・Ⅲ６ 優秀な人材の確保、育成 Ｂ Ｂ １－８ ― ―

第２・Ⅳ１ 未払賃金の立替払業務の着実な実施 A Ａ １－９ ○ ―

第２・Ⅳ２ 納骨堂の運営業務 Ｂ Ｂ １－１０ ○ ―

業務運営の効率化に関する事項 第３ 業務運営の効率化に関する事項 Ｂ Ｂ ２－１ ― ―

財務内容の改善に関する事項 第４ 財務内容の改善に関する事項 Ｃ Ｂ ３－１ ― ―

その他業務運営に関する重要事項 第５ その他業務運営に関する重要事項 Ｃ Ｂ ４－１ ― ―

総合評定 ― ― Ｂ Ｂ ― ― ―

労働者健康福祉機構 評価項目一覧

国民に対して提供するサービスそ
の他の業務の質の向上に関する
事項
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